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離職介護人材再就職準備金貸与制度の概要離職介護人材再就職準備金貸与制度の概要離職介護人材再就職準備金貸与制度の概要離職介護人材再就職準備金貸与制度の概要 

 

 

１．貸与対象者１．貸与対象者１．貸与対象者１．貸与対象者    

離職した介護人材のうち、介護職としての一定の知識及び経験を有する者であって、

下記の条件にすべて該当する方。    

(1)富山県内に住民登録をしている者又は県内に所在する事業所・施設に介護職員等とし

て就職した者 

(2)介護職員等としての実務経験を１年以上（雇用期間が通算 365 日以上かつ介護等 

の業務に従事した期間が 180 日以上）有する者 

(3)介護人材として求められる一定の知識及び経験を有する者として認められる次の 

いずれかに該当する者  

① 介護福祉士  

② 実務者研修を修了した者   

③ 介護職員初任者研修を修了した者（介護職員基礎研修、訪問介護職員（ホーム 

ヘルパー）１級課程、２級課程を修了した者を含む。） 

(4)介護職員処遇改善加算の算定対象となる介護サービスを提供する事業所又は施設の

うち、介護職員処遇改善加算を算定しているもの又は地域医療介護総合確保基金を

活用して実施する認証・評価制度において一定の評価を得ているものなどの介護人

材の確保・育成に努めていると知事が認める事業所又は施設（以下「事業所等」と

いう。）に、介護職員等として就職した者 

(5)直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就職する日までの間に 

あらかじめ富山県健康・福祉人材センターに氏名及び住所等の届出・登録をした者 

(6) 直近の介護職員等としての離職日から介護職員等として再就職する日までの期間が

3 か月以上ある者。ただし、県外で介護職員等として業務に従事していた場合はこの

限りではない。 

    

２．貸与額及び貸与回数２．貸与額及び貸与回数２．貸与額及び貸与回数２．貸与額及び貸与回数    

(1)貸 与 額  400,000 円以内（一括交付） 

(2)貸与回数  一人当たり一回限りとします。 

    

３．利子３．利子３．利子３．利子    

貸与金は無利子とします。 

 

４．再就職準備金の返還免除４．再就職準備金の返還免除４．再就職準備金の返還免除４．再就職準備金の返還免除    

介護職員として就職した日から、富山県内の介護職員処遇改善加算を取得している事

務所等において、2 年間、介護職員等の業務に従事した場合は、貸与した再就職準備資

金の返還を全額免除します。 

 

５．再就職準備金の返還５．再就職準備金の返還５．再就職準備金の返還５．再就職準備金の返還    

①県内で介護の業務に従事する意志がなくなったとき 

②県内で所定期間（2年間）業務に従事しなかったとき 等 
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６．留意事項６．留意事項６．留意事項６．留意事項    

再就職準備に際して、生活福祉資金や母子寡婦福祉資金等から借入れをされた場合、

併用貸付はできません。 

 

7777．募集期間．募集期間．募集期間．募集期間    

 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3月 31 日 

 ※事前に富山県健康・福祉人材センターへの届出・求職登録が必要です。 

 ※届出・求職登録されている方は、内定または決定された日から採用日までの間に借

用申請してください。 

 

8888．申請に必要な書類．申請に必要な書類．申請に必要な書類．申請に必要な書類    

 ①就職準備金借用申請書（様式第 1 号） 

 ②誓約書（様式第 2 号） 

 ③再就職準備金利用計画書（様式第 3号） 

 ④実務経験証明書（様式第 4 号） 

 ⑤再就職(内定・決定)証明書（様式第 5 号） 

 ⑥介護福祉士登録証又は実務者研修修了証明書若しくは初任者研修修了証明書の写し 

 ⑦印鑑登録証明書（連帯保証人のもの） 

 ⑧住民票の写し（個人番号のみを省略した申請者・連帯保証人の世帯全員のもの）  

 ⑨所得を証明する書類（連帯保証人のもの） 
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【申請から返還免除までの流れ（モデル）】【申請から返還免除までの流れ（モデル）】【申請から返還免除までの流れ（モデル）】【申請から返還免除までの流れ（モデル）】    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※届出・求職登録方法は、富山県健康・福祉人材センターへお問い合わせください。 
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猶予期間は１年間です。 

毎年度返還猶予申請書を提出し、猶予

決定を受ける必要があります。 
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